
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

の

付

与

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

都

市

計

画

の

決

定

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

都

市

計

画

課

○

都

市

計

画

の

変

更

に

係

る

図

書

の

写

し

の

縦

覧

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

【

人

事

委

員

会

】

○

簡

易

な

方

法

に

よ

る

開

示

請

求

を

す

る

こ

と

が

人

事

委

員

会

で

き

る

個

人

情

報

の

指

定

の

一

部

改

正

【

警

察

本

部

】

○

簡

易

な

方

法

に

よ

る

開

示

請

求

を

す

る

こ

と

が

警

務

課

で

き

る

個

人

情

報

の

指

定

の

一

部

改

正

【

公

安

委

員

会

】

○

岡

山

県

公

安

委

員

会

の

聴

聞

及

び

弁

明

の

機

会

〃

岡

山

県

公

報

令和３年１月２２日 第１２２６２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
法
人
社
団
里
滋
会
片
山
内
科
ク
リ
ニ
ッ

倉
敷
市
寿
町
一

二
六
マ
ツ
ダ
パ
ー
キ
ン
グ
ビ
ル
一
階

令
和
三
年
一
月
一
日

－

クウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
倉
敷
真
備
店

倉
敷
市
真
備
町
有
井
九
四

令
和
三
年
一
月
一
日

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

医
療
法
人
社
団
里
滋
会
片
山
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

倉
敷
市
寿
町
一

二
六
マ
ツ
ダ
パ
ー
キ
ン
グ
ビ
ル
一
階

令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日

－

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

。

指
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

エ
チ
ル
＝
二

［
一

（
五

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル

－
－

－
－

－
－

－

ボ
キ
サ
ミ
ド
］

三
・
三

ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
（
通
称
名
五
Ｆ

Ｅ
Ｄ
Ｍ
Ｂ

Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ

－
－

－
－

Ｃ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

メ
チ
ル
＝
［
一

（
四

フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン
ド
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ

－
－

－
－

－
－

ミ
ド
］

三

メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
（
通
称
名
Ａ
Ｍ
Ｂ

Ｆ
Ｕ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
Ａ
、
Ｍ
Ｍ
Ｂ

Ｆ
Ｕ
Ｂ

－
－

－
－

Ｉ
Ｃ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

３

（
八
Ｒ
）

一

（
シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
ニ
ル
）

Ｎ
・
Ｎ

ジ
エ
チ
ル

六

メ
チ
ル

－
－

－
－

－
－

九
・
十

ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン

八

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
一
ｃ
Ｐ

Ｌ
Ｓ
Ｄ
）

－
－

－
－

－

及
び
そ
の
塩
類

４

メ
チ
ル
＝
三

メ
チ
ル

二

［
一

（
ペ
ン
ト

四

エ
ン

一

イ
ル
）

一
Ｈ

イ
ン

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

ド
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
］
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
（
通
称
名
Ｍ
Ｍ
Ｂ

〇
二
二
、
Ａ
Ｍ
Ｂ

四

－
－

－
－

ｅ
ｎ

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ａ
、
Ｍ
Ｍ
Ｂ

四
ｅ
ｎ

Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

－
－

－

指
定
の
理
由

二

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

岡
山
赤
穂
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

九
・
五
～

和
気
郡
和
気
町
本
字
前
田
六
八
番
三
地
先
か
ら

和
気
郡
和
気
町
原
字
荒
神
下
三
六
番
五
地
先
ま

二
七
〇
・
二

一
六
・
三

で

新

和
気
郡
和
気
町
本
字
前
田
六
八
番
三
地
先
か
ら

二
七
一
・
八

和
気
郡
和
気
町
原
字
才
ノ
木
二
番
地
先
を
経
て

九
・
〇
～

和
気
郡
和
気
町
原
字
荒
神
下
三
六
番
五
地
先
ま

一
五
・
六

で

九
・
五
～

和
気
郡
和
気
町
本
字
前
田
六
八
番
三
地
先
か
ら

和
気
郡
和
気
町
原
字
荒
神
下
三
六
番
五
地
先
ま

旧

二
七
〇
・
二

一
六
・
三

で

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

岡
山
赤
穂
線

和
気
郡
和
気
町
本
字
前
田
六
八
番
三
地
先
か
ら

令
和
三
年
一

和
気
郡
和
気
町
原
字
才
ノ
木
二
番
地
先
を
経
て

月
二
十
二
日

和
気
郡
和
気
町
原
字
荒
神
下
三
六
番
五
地
先
ま
で

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



〔
三
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
国
地
方
整
備
局
岡
山
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
市
北
区
小
山
か

公
共
測
量
（
水
準
測
量
）

令
和
二
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
令

ら
北
区
高
塚
ま
で

和
三
年
二
月
二
十
五
日
ま
で

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



〔
三
九
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笠
岡
市
か

ら
笠
岡
都
市
計
画
地
区
計
画
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

笠
岡
都
市
計
画
地
区
計
画

二

都
市
計
画
の
決
定
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
笠
岡
市
建
設
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



〔
四
〇
〕
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
笠
岡
市
か
ら
笠
岡
都
市
計
画
用
途
地
域
に
つ
い
て
の
都
市
計
画
の

変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
写
し
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

都
市
計
画
の
種
類

笠
岡
都
市
計
画
用
途
地
域

二

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日

三

縦
覧
場
所

岡
山
県
土
木
部
都
市
局
都
市
計
画
課

な
お
、
原
本
は
、
笠
岡
市
建
設
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



〔
四
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
上
林
字
杉
ノ
木
一
七
四
二

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
酒
津
二
二
七
一

三
パ
ー
ク
・
ヴ
ィ
ラ
Ｙ
Ａ
一
〇
五

－

冨
永

晃
司

冨
永

希
衣

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
二
六
号

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

平
成
十
八
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
簡
易
な
方
法
に
よ
る
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
個
人
情
報
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
合
格
発
表
を

行
う
試
験
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

秋

山

義

信

「

岡
山
県
警
察
官
Ａ
採
用

最
終
合
格
発

試
験

表
の
日
か
ら

一
月
間

岡
山
県
警
察
官
Ｂ
採
用

表
中

を

試
験

岡
山
県
警
察
行
政
職
員

合
格
発
表
の

Ａ
採
用
試
験

日
か
ら
一
月

」

間

「

岡
山
県
警
察
行
政
職
員

に
改
め
る
。

Ａ
採
用
試
験

」

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



◎
岡
山
県
警
察
告
示
第
三
号

平
成
十
八
年
岡
山
県
警
察
告
示
第
十
二
号
（
簡
易
な
方
法
に
よ
る
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

個
人
情
報
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡
山
県
警
察
本
部
長

扇

澤

昭

宏

表
岡
山
県
警
察
官
Ａ
採
用
試
験
の
項
及
び
岡
山
県
警
察
官
Ｂ
採
用
試
験
の
項
中
「
第
一
次
試
験
の
合

計
得
点
」
を
「
合
計
得
点
」
に

「

第
一
次
試
験
の
」
を
「

第
一
次
試
験
に
つ
い
て
は
、
当
該
試
験

、
（

（

の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年１月２２日　岡山県公報　第１２２６２号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

岡
山
県
公
安
委
員
会
の
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
公
安
委
員
会
の
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岡
山
県
公
安
委
員
会
の
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
規
則
（
平
成
八
年
岡
山
県
公
安
委

員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
の
規
定
、
様
式
第
七
号
、
様
式
第
九
号
、
様
式
第
十
一
号
及
び

氏
名

㊞
氏

名

様
式
第
十
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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